
鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）
（趣　旨）
第１条  この要綱は、鳥取県企業立地等事業助成条例（平成１５年鳥取県条例第４号。以下「条例」という。）に基づき、事務管理部門雇用創出事業補助金（以下「本補助金」　という。）の交付について、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象となる業務）
第２条　条例第２条第１項第４号中「事務に係る業務で知事が要綱で定めるもの」とは、別表に掲げる業務とする。
（補助対象経費）
第３条　条例第３条第１項の表中「設備機器の賃借に要する費用の額その他の知事が要綱で定める費用の額」とは、事務管理事業に必要な設備機器の賃借に要する費用の額とする。

（補助事業の認定）
第４条　本補助金の交付を受けようとする者は、条例第２条第１項第４号に規定する事務管理部門雇用創出事業（以下「補助事業」という。）について知事に申請し、最初の事務管理部門雇用創出事業の開始の日（以下「補助事業の開始日」という。）までに同号の知事の認定（以下「事業認定」という。）を受けなければならない。
２　前項の事業認定の申請は、様式第１号により行わなければならない。
３　知事は、事業認定をしたときは、その旨を様式第２号により通知するものとする。
 （事業認定の辞退）
第５条　事業認定を受けた者（以下「認定企業」という。）は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を様式第３号により知事に届け出なければならない。
（１） 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
（２） 補助事業の要件を満たさなくなることが明らかになったとき。
２　知事は、前項の規定による届出があったときは、事業認定を取り消し、その旨を認定企業に通知するものとする。
３　前項の規定により事業認定を取り消した後に、再び補助事業の要件を満たすこととなった場合においても、新たな事業認定は行わない。
（事業認定の変更）
第６条　認定企業は、補助事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、知事に申請をして、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
（１）事業所の立地場所及び事業の変更
（２）１年間（補助事業の開始日から１年とする。なお、翌年以降は、補助事業の開始日から１年を経過した日から１年とする。以下同じ。）の補助金の対象となる経費の２割を超える変更
（３）補助事業に係る新規雇用労働者の総合計数の増を伴う雇用計画の変更

２　前項の規定による承認（以下「認定変更承認」という。）の申請は、様式第４号により行
わなければならない。
３　知事は、認定変更承認をしたときは、その旨を様式第５号により通知するものとする。
（交付申請の時期等）
第７条　本補助金の交付申請は、認定企業が補助事業の開始日から１年を経過した後速やかに、当該１年の間の補助対象経費の実績を申請するものとし、２年目以後も同様とする。
２　規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号に掲げる書類は、様式第７号によるものとする。
３　規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）事業所の事業概要を明らかにした書類
（２）収支計算書又はこれに準ずる書類
（３）補助対象経費（対象労働者に係るものを除く。）を証する契約書及び領収書等の書類の写し
（４）対象労働者に係る次のアからエまでに掲げる書類

ア　労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に規定する労働者名簿の写し

イ　雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
ウ　勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
　　エ　支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳等（賃金台帳の提出が困難な場合は、出勤状況が明らかとなる出勤簿等に代えることができるものとする。）の写し

（５）第４条第３項及び第６条第３項の規定による通知の写し

（交付決定の時期等）
第８条　補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定と併せて行うこととし、交付申請を受けた日から、原則として３０日以内に行うものとする。
２　補助金の交付決定通知は、様式第６号によるものとする。
（実績報告の時期等）
第９条　規則第１７条第１項の規定による報告は、規則第５条の交付申請書の提出をもって、報告があったものとみなす。
（提出書類の部数等）
第１０条　規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、正本１部とする。
（事業継続努力義務期間内の休止等の事前協議）
第１１条  条例第４条に定める期間内に当該事業等を休止又は廃止（倒産の場合は除く。以下同じ。）若しくは事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整が生ずる業種、業態の著しい変更（以下「休止等」という。）をしようとするときは、あらかじめ理由、予定日その他解雇者数等の必要な事項について様式第８号により知事に届け出て、事業等の休止等に関する協議を行うものとする。
（事業継続努力義務期間内の事業状況報告）
第１２条　条例第５条に定める報告は、条例第４条の表の第３項の右欄に定める期間内にお　いて、毎年、１０月１日時点の同表の中欄に定める事業に係る状況を様式第９号により知事に報告するものとし、条例第５条中「知事が要綱で定める事項」とは、様式第９号に掲げる事項とする。
（情報通信関連雇用事業との関係）
第１３条　本補助金の認定及び交付に関し、事務管理事業が条例に規定する情報通信関連雇用事業と一体的に行われる場合の本補助金の要件となる常時雇用労働者については、当該情報通信関連雇用事業に係る常時雇用労働者と重複できるものとする。 ただし、本補助金の額の算定に当たっては、当該情報通信関連雇用事業に係る補助対象経費は、本補助金の補助対象経費から除くものである。
（雑則）
第１４条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、鳥取県商工労働部長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、同日以降に事務管理事業を開始する企業に
対する補助金から適用する。
（この要綱の失効）

２　この要綱は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。

３　この要綱の失効の日以前にこの要綱による認定を受けた事務管理部門雇用創出事業補助金
の手続は、この要綱の失効後も、なお、その効力を有する。
附　則
　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、平成２３年7月１日から施行する。

別表（第２条関係）
	１ 一般事務
	(１) 総務事務
	株式事務、管理事務、厚生事務、庶務事務、ファイリング事務、防災事務、安全衛生事務、衛生指導事務、求人事務、給与事務、教育事務、勤怠記録事務、採用訓練事務、人事管理事務、人事事務、人事調査事務、任用事務、福利厚生事務、労務管理事務、労務事務、労務世話事務、校正事務、資料保管事務、筆耕事務、文書受付整理事務、文書事務、文書審査事務、翻訳事務、広報事務

	
	(２) 企画・調査
事務
	営業企画事務、開発事務、施設事務、車両事務、生産計画事務、輸送計画事務、データ管理事務、労務企画事務、出版物企画事務、商品開発事務、資材計画事務、研修事務、作業訓練事務、企画調査事務、経済調査事務、製表事務、調査事務、調査統計事務、統計事務、統計資料事務、物件調査事務、分類整理事務

	
	(３) 受付・案内
事務
	案内事務、受付事務

	
	(４) 秘書事務
	秘書事務

	
	(５) 一般事務
	出版事務、浄書事務、補助事務、その他の一般事務

	２ 会計事務
	(１) 現金出納
事務
	入金事務、会計現金出納事務、現金支払事務、現金収納事務、支払事務、出納事務、託送料金事務

	
	(２) 予算・経理
事務
	会計予算執行事務、主計事務、予算事務、営繕管理事務、会計事務、管財事務、債権整理事務、財務事務、売上計算事務、会計給与事務、会計帳簿事務、会計経理事務、銀行帳簿事務、経費事務、経理事務、決算事務、出納記帳事務、精算事務、税務会計事務、税務事務、帳票事務、帳簿整理事務、貯金内務事務、簿記事務、機用品事務、消耗品出納事務、物品購入調達事務、物品購買事務、物品分配事務、用度受渡事務、会計監査事務、監査事務

	
	(３) その他の
会計事務
	源泉徴収事務、収税事務、料金事務、ガス料金収納事務、水道料金集金収納事務、通話料金計算事務、電気料金収納事務、電話料金集計事務、電話料金収納事務、電話料金徴収事務、電報・電話料金計算事務、原価計算事務

	３ 事務用機

器操作事務
	(１) 事務用機
器操作事務
	タイプ事務、ワードプロセッサ操作事務、キーパンチ事務、電子計算機操作事務、その他の事務用機器操作事務


様式第１号（第４条関係）
                                                    平成　　年    月     日
   鳥取県知事   　　　　　    様
                                   申請者  所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
事務管理部門雇用創出事業補助金事業認定申請書
  補助事業の認定を受けたいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第４条第２項の規定により関係書類を添えて申請します。
記
１　事業所の名称  
２　事業所の立地場所
３　営まれる事業
４　補助事業の開始予定年月日
５　補助事業対象経費（計画）                                  　　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	電気通信役務提供契約に基づき支払う経費
	
	
	
	
	
	

	事業所
賃借料
	
	
	
	
	
	

	設備機器

賃借料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


　　（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
６　常時雇用労働者の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）


　（注）各年の常時雇用労働者数のうち、県外からの転入者数を（　　）内に再掲すること。
（添付書類）
  （１）事業所の概要を明らかにした書面及び図面    （２）資金計画書
（３）定款及び登記簿謄本
  （４）決算書（最新決算年度）

様式第２号（第４条関係）
第　　　　   　　　 号
平成　　年　　月　　日
    　　　　　　　　　  様
　                                    　　　  鳥取県知事　
事務管理部門雇用創出事業補助金事業認定通知書
  平成　年　月　日付けで申請のあったこのことについては、下記のとおり補助事業の認定をしたので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第４条第３項の規定により通知します。
記
１　事業所の名称  
２　事業所の立地場所
３　営まれる事業
４　補助事業対象経費（計画）　                                  　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	電気通信役務提供契約に基づき支払う経費
	
	
	
	
	
	

	事業所

賃借料
	
	
	
	
	
	

	設備機器

賃借料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


　 （注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
５　常時雇用労働者の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）


（注）（　　）内は、各年の常時雇用労働者数のうち県外からの転入者数（再掲）。

様式第３号（第５条関係）
                                              　　　平成　　年　　月　　日
   鳥取県知事　　　　　　    様
                                  　届出者 所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
事務管理部門雇用創出事業補助金事業認定辞退届
  平成　年　月　日付第　　　　　号で通知のあった事業認定を下記の理由により辞退したいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第５条第１項の規定により届け出ます。
記
辞退の理由
（添付書類）
    事業認定通知書の写し
様式第４号（第６条関係）
                                                    平成　　年    月     日
  鳥取県知事  　　　     様
                                   申請者  所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
事務管理部門雇用創出事業補助金事業認定変更承認申請書
  平成　年　月　日付第　　　号で通知のあった事業認定に係る補助事業について、下記の変更をしたいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第６条第２項の規定により関係書類を添えて申請します。
記
１　事業所の名称
     変更前
     変更後
２  事業所の立地場所
     変更前
     変更後
３　営まれる事業（具体的な事業内容）
     変更前
     変更後
４　補助事業の開始予定年月日
５　補助事業対象経費（計画）                                    　　　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	電気通信役務提供契約に基づき支払う経費
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	事業所

賃借料
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	設備機器

賃借料
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	計
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	
	差　引
	
	
	
	
	
	


（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
６　常時雇用労働者の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用

労働者数
	変更前
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）

	
	変更後
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）

	
	差　引
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）


（注）各年の常時雇用労働者数のうち、県外からの転入者数を（　　）内に再掲すること。
（添付書類）                                           
  （１）事業所の概要を明らかにした書面及び図面
　（２）資金計画書 
  （３）事業認定通知書の写し
様式第５号（第６条関係）
第　　　　  　　　  号
平成　　年　　月　　日
　  　　　　　　　　   様
　                                    　　　　　  鳥取県知事　
事務管理部門雇用創出事業補助金事業認定変更承認通知書
  平成　年　月　日付けで申請のあったこのことについては、平成　年　月　日付第　　号で通知した事業認定に係る補助事業を下記のとおり変更することを承認したので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第６条第３項の規定により通知します。
記
１　事業所の名称  
２　事業所の立地場所
３　営まれる事業
４　補助事業対象経費（計画）　                                  　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	電気通信役務提供契約に基づき支払う経費
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	事業所

賃借料
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	設備機器

賃借料
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	計
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	
	差　引
	
	
	
	
	
	


　 （注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
５　常時雇用労働者の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用

労働者数
	変更前
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）

	
	変更後
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）

	
	差　引
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）


（注）（　　）内は、各年の常時雇用労働者数のうち県外からの転入者数（再掲）。

様式第６号（第８条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　
事務管理部門雇用創出事業補助金交付決定及び交付額確定通知書
　平成　　年　　月　　日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった事務管理部門雇用創出事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し、併せて交付額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。
記
１　補助事業
　　本補助金の補助事業の内容は、・・・・・・・・・・・・とする。
２　交付決定額等
　　本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。
　　（１）算定基準額（実績報告対象期間（１年間）の通信料、借室料、設備機器賃借料及び常時雇用労働者の増加人数に補助単価を乗じた額）
（通信料、借室料、設備機器賃借料）　金　             　　　 円
　　　　　（人件費）　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円
　　（２）交付決定額
　　　　　 金　　　　　　　　　　　円
　　なお、本補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。
３　経費の配分
　　本補助金の補助対象経費の配分は、申請書に記載されているとおりとする。
４　補助規定の遵守
　　本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行、営業の継続等については、鳥取県企業立地等事業助成条例、規則及び鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）の規定に従わなければならない。
  　なお、上記に違反した場合は、規則第２１条の規定により本補助金を取り消すことがある。
　  この場合において、規則第２２条の規定により本補助金の返還を命ぜられた場合は、該当金額を返還しなければならない。
様式第７号（第７条関係）
事務管理部門雇用創出事業概要書
１  実施期間      平成　　年     月    日　～  平成　　年     月    日
２　事業所の名称
３  事業所の立地場所
４　営まれる事業
５　補助事業の開始年月日
６　補助事業対象経費　　　　　                                  　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	電気通信役務提供契約に基づき支払う経費
	
	
	
	
	
	

	事業所

賃借料
	
	
	
	
	
	

	設備機器

賃借料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


　 （注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

７　常時雇用労働者の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）
	（　　）


（注）各年の常時雇用労働者数のうち、県外からの転入者数を（　　）内に再掲すること。

（添付書類）
（１）事業所の事業概要を明らかにした書類
（２）収支計算書又はこれに準ずる書類
（３）補助対象経費（対象労働者に係るものを除く。）を証する契約書及び領収書等の書類の写し
（４）労働者名簿の写し

（５）雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
（６）雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
（７）賃金台帳等の写し

（８）事業認定通知書及び認定変更承認通知書の写し
様式第８号（第１１条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　鳥取県知事　　　　　　　　　様

                                   届出者  所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
事務管理部門雇用創出事業等休止届出書

　鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第１１条の規定により、補助金の交付に係る事業を休止（廃止、変更）する予定ですので届け出ます。

記

１　事業所の名称

２　事業所の立地場所
３　営まれる事業

４　補助金の概要
（１）交付決定年月日

（２）交付金額

５　休止（廃止、変更）の概要
（１）予定時期
（２）理　　由

6 解雇、一時帰休又は希望退職募集の概要　

（１）予定時期

（２）人　　数

（３）対応方針

７　その他

様式第９号（第１２条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　鳥取県知事　　　　　　　　　様

                                   届出者  所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
事務管理部門雇用創出事業の実施に係る状況についての報告書
　鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（事務管理部門雇用創出事業補助金）（平成２０年４月１日付第２００７００１８９５１６号鳥取県商工労働部長通知）第１２条の規定により、

年１０月１日時点の事業の状況を報告します。
（１）補助事業の内容、業種・業態変更の有無               有　　　・　　　無
       有の場合は、その内容と理由を記入してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）雇用状況について
	区　　　　　分
	常時雇用者数

	 交付決定時点の常時雇用者数   （　　　　年　　月　　日時点）
	人　

	 現在の常時雇用者数           （　　　　年１０月　１日時点）
	人　

	その他の労働者の状況　　非常時雇用労働者数　　　　　　　人
                         　 派遣労働者数                　　人
	

	 現在と交付決定時点の常時雇用者数との増減数
	人　


  　　現在の常時雇用労働者数が、交付決定時の常時雇用労働者数を下回っている場合、その理由と今後の対応を記入してください。
理　　　由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今後の対応


